
独立行政法人 国際交流基金（非特定） 

所在地  東京都新宿区四谷４－４－１

電話番号 03－5369－6051 郵便番号 160－0004 

ホームページ http://www.jpf.go.jp/ 

根拠法  独立行政法人国際交流基金法（平成14年法律第137号） 

主務府省 外務省大臣官房広報文化外交戦略課、大臣官房考査・政策評価官

（評価委員会庶務） 

設立年月日 平成15年10月１日 

沿 革  昭47.10 国際交流基金 → 平15.10 独立行政法人国際交流基金 

目 的 国際文化交流事業を総合的かつ効率的に行うことにより、我が国に

対する諸外国の理解を深め、国際相互理解を増進し、及び文化その他の分

野において世界に貢献し、もって良好な国際環境の整備並びに我が国の調

和ある対外関係の維持及び発展に寄与することを目的とする。 

業務の範囲 １．国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい。

２．海外における日本研究に対する援助及びあっせん並びに日本語の普及。

３．国際文化交流を目的とする催しの実施、援助及びあっせん並びにこれ

への参加。４．日本文化を海外に紹介するための資料その他国際文化交流

に必要な資料の作成、収集、交換及び頒布。５．国際文化交流を目的とす

る施設の整備に対する援助並びに国際文化交流のために用いられる物品の

購入に関する援助及びこれらの物品の贈与（基金が寄附を受けた物品の贈

与に限る）。６．国際文化交流を行うために必要な調査及び研究。７．１

～６の業務に附帯する業務。 

財務及び予算の状況 

＜資本金＞  ７７，９４４百万円 

＜国有財産の無償使用＞ あり 



＜予算計画＞    （単位：百万円） 

区別 
中期計画予算 

（平成24～28年度） 
平成25年度予算 

収

入 

運営費交付金 

運用収入 

寄附金収入 

受託収入 

その他収入 

前中期目標期間繰越積立金取崩収入 

 計 

62,692 

  5,569 

2,755 

90 

4,978 

  0 

76,085 

12,495 

  1,188 

393 

  2,455 

  998 

   - 

17,529 

支

出 

業務経費 

うち文化芸術交流事業費 

海外日本語事業費 

海外日本研究・知的交流事業費 

調査研究・情報提供等事業費 

 東日本大震災復旧・復興文化交

流事業費 

その他事業費 

一般管理費 

うち人件費 

物件費 

計 

 64,469 

   10,070 

 24,149 

 9,281 

 2,308 

  120 

   18,542 

 11,616 

 7,941 

 3,675 

76,085 

14,421 

 1,908 

 4,924 

 3,186 

441 

  － 

 3,961 

 2,140 

 1,421 

 719 

  16,560 

＜短期借入金の限度額＞ 短期借入金の計画なし 

組織の概要 

＜役員＞（理事長・定数１人・任期４年）安藤 裕康 （理事・定数３人・任

期４年）櫻井 友行、田口 栄治、（非常勤）佐藤 尚之 （監事・定数２人・

任期２年）（非常勤）三谷 太一郎、（非常勤）渡辺 政宏 

＜職員数＞ ２２０人（常勤職員２２０人） 



＜組織図＞



中期目標 

Ⅰ 中期目標の期間 
中期目標の期間は、平成 24 年 4月 1日から平成 29年 3月 31日までの 5年とする。 

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
基金は、国際文化交流事業を総合的かつ効率的に行うに際し、地域別の重点施策及び政策的

課題等、国際文化交流に係る外交政策を十分に踏まえ、長期的及び広範な視野から相手国との外
交関係及び相手国の事情に即し、地域・国別事業方針を各分野等の事業方針に反映の上、事業を
行う。 

１ 地域・国別事業方針による事業の実施 
 当該国の国内事情及び国際情勢の変化に対応しつつ、基金が別途定める地域・国別事業方針に
基づき、適切に事業を実施する。 
海外現地情勢の悪化等に伴う事業の遅延・中止を回避すべく、在外公館や基金の海外事務所を通
じる等により情報収集し、的確な情勢把握と計画的な準備・調整作業を行うことにより、効果的
に事業を実施する。なお、外交上重要な情勢の展開等を踏まえて機動的な事業の実施が求められ
る場合は、可能な限り対応するとともに、やむを得ない事情により事業の実施・中止等及び海外
事務所に関する重要な問題に対応する場合には、事前に外務省と十分協議の上、我が国の対外関
係を損なわないよう細心の注意を払う。 

２ 分野別事業方針等による事業の実施 
国際文化交流事業を総合的かつ効率的に実施していくため、以下の分野別事業方針等に基づい

て事業を実施する。 

（１）文化芸術交流事業の推進及び支援 
対日関心の喚起と日本理解の促進に資するため、多様な日本の文化及び芸術を海外に紹介する

事業及び文化芸術分野における国際貢献事業を、日本と海外の双方向の事業や相手国の国民との
共同作業を伴う事業、人物交流事業等も含め、効果的に実施する。実施に際しては、外交政策上
の必要性及び相手国との交流状況や、各国における文化・芸術に対する関心や文化施設等の整備
状況等、現地の事情・必要性及び今後の動向を的確に把握する。また、国内外において、情報の
収集やネットワーク形成を行い、効果的な事業の実施につなげる。文化遺産の保護の分野におけ
る国際貢献事業の実施にあたっては、「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関す
る法律」（平成十八年法律第九十七号）の着実な施行に配慮する。 

（２）海外日本語教育、学習の推進及び支援 
日本語のさらなる国際化を推進するための基盤整備を行うため、「JF 日本語教育スタンダード」

の活用を推進し、定着を図るとともに、同スタンダードに準拠した日本語教育講座を海外で拡大
するほか、E ラーニング教材を整備する。これにより、日本語学習の効果、効率の向上や若年層、
初学者層の学習促進・支援を図る。また、日本語能力試験については、「JF 日本語教育スタンダ
ード」との連関を整理し、日本語能力を測定する唯一の大規模試験としての信頼性の維持・増進
を図る。 
 また、各国・地域の政府・日本語教育拠点などの関係機関と連携を取りつつ、対象国・地域の
教育環境、言語政策、日本との外交その他の関係、日本への関心の在り方、学習者の目的、日本
語普及上の課題などに対応して事業を行う。その際、将来的に、現地において日本語学習が定着
し、自立的・継続的に日本語教育が行われることを視野に入れる。政府の『新成長戦略』などの
方針や重要な外交政策に基づいて生じる日本語普及に関する新たな要請やニーズに対しては、基
金の特性を踏まえた効果的な日本語事業を行う。特に、政策的要請に基づく経済連携協定（ＥＰ
Ａ）に関わる日本語研修事業に適切に対応する。 

これらの措置を通じて海外における日本語学習者が着実に増加するよう努める。それに併せて、
日本語能力試験について、実施規模の拡大、収支の安定と自己収入の拡大を図る。また、事業の
整備・拡充にあたり、効率化や自己収入拡大に可能な限り努めつつ、これを進める。 

（３）海外日本研究・知的交流の促進 



 海外の日本研究支援事業については、外交上の必要性を踏まえるとともに、各国・地域の日本
研究の状況及び日本研究振興のためのニーズを把握し、長期的な視点から対日理解の深化及び対
日関心の維持拡大に資するよう、適切に実施する。また、知的交流事業については、日本と各国
の共通の関心テーマや国際的重要課題についての対話や共同作業、人的交流を実施・支援するこ
とによって、我が国の対外発信を強化するとともに、そのための人材育成に資する支援等を行う。
事業の実施にあたっては、外交上の必要性及び相手国の事情を踏まえ、また、他団体との協力・
連携、ネットワーク形成ならびに対日理解を有するオピニオンリーダーの育成といった観点等に
配慮する。 

（５）東日本大震災からの復興に資する事業の実施 
東日本大震災後に高まった日本に対する国際関心・連帯意識をより深い日本理解につなげると

ともに、防災や災害復興面での国際貢献に資する対話交流事業等により、震災の経験と教訓を国
際社会と共有する。また、諸外国と震災の記憶や経験を共有するとともに、復興に向かう日本の
魅力を伝え、もって日本ブランドの強化を図る。なお、福島の復興及び再生のための特別の措置
に関する政府の方針に適切に対応しつつ事業を行う。 

（６）国際文化交流への理解及び参画の促進と支援 
国内外各層の国際文化交流への理解及び参画の促進と支援のため、以下を行う。 

ア 内外の国際交流関係者に対して、顕彰や情報提供等の支援を行うことにより、国際文化交流
への理解を促す。 

イ 国際文化交流活動の意義と重要性を提示し、担い手としての民間セクターの参画を促進すべ
く、基金本部及び海外事務所の図書館ネットワーク、ウェブサイトや SNS、印刷物等の各種媒体を
通じて、基金事業に関する情報を効果的かつ効率的に提供する。 

ウ 我が国を巡る国際環境の変化に伴う、内外の国際文化交流の動向の変化を把握し、これらに
的確に対応するため、必要な調査・研究を行う。 

（７） その他 
ア 海外事務所の運営 

基金の海外事務所は、本中期目標に示された諸点を踏まえ、運営経費の効率化に努めつつ、所
在国及び状況や必要性に応じてその周辺国において、関係者とのネットワーク構築、国際文化交
流に関する情報収集等を通じて現地の事情及びニーズを把握し、事務所の施設を効果的かつ効率
的に活用して事業を実施するとともに、現地における効果の高い事業実施のために必要となる関
係団体及び在外公館との協力、連携等に努める。また、外部リソースや現地職員の活用、海外事
務所間の連携に努める。また、日本語教育講座の拡大など基金事業の積極的展開にあたり、必要
な課題の整理、解決に努める。 

イ 京都支部の運営 
京都支部は、本中期目標に示された諸点を踏まえ、関西国際センターとも連携し、関西におい

て関係者とのネットワーク構築を図り、効果的かつ効率的に事業を実施するとともに、引き続き
業務運営の合理化に努める。 

ウ 国際文化交流のための施設の整備に対する援助等の事業 
基金は、特定の寄附金を財源として、国際文化交流を目的とする施設の整備に対する援助並び

に国際文化交流のために用いられる物品の購入に関する援助及びこれらの物品の贈与を行う。寄
附金の受け入れ等にあたっては適正に対応することとする。 

Ⅲ 業務運営の効率化に関する事項 
１ 経費の効率化 
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定）等を踏まえ、
基金事業の規模及び質が低下しないよう十分配慮しつつ、業務の効率化を堅持することにより、



中期目標の期間中、一般管理費及び運営費交付金を充当する業務経費の合計について、対前年度
比 1.35％以上の削減を行う（ただし、新規に追加される業務、拡充業務等は対象外）。また、人
件費については次項に基づいた効率化を行う。 

２ 給与水準の適正化等 
（１）給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与につい

て検証した上で、その適正化に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表する。職員
の在勤手当については、可能な限り早期に適切な見直しを行うとともに、海外運営専門員、日
本語専門家等の職員以外の在勤手当についても、併せて見直しを行う。 

（２）また、総人件費については、政府の方針を踏まえつつ適切に対応していく。その際、第二
期中期目標期間中の、特に後半において日本語教育事業分野で経済連携協定（ＥＰＡ）に関わ
る日本語研修等の新規の事業実施を求められてきた例のように、今後の基金に対する政策的要
請に基づく新規事業・拡充事業の実施や在外における体制の強化に的確に対応できるよう、必
要な人員体制を確保する。 

３ 柔軟かつ機動的な業務運営 
法人の自律性及び法人の長の裁量等を活かし、柔軟かつ機動的な業務運営を行う。業務効率化

努力を継続し、総人件費削減（上記の政策的要請に基づく新規事業・拡充事業への対応を除く）
に資するような組織の再編及び人員配置の適正化を図る。 
その際、前二項で示した取組を行いながら、日本語事業分野等の政策的要請に基づく重点分野

への優先的な人員配置や在外における体制強化に対応した人員配置など、その時々の事業環境の
変化や、それに応じた政策の動向を踏まえた組織の再編及び最適かつ合理的な人員配置を行う。 
海外事務所については、関係機関との事業の連携強化等を図るため、現地における事務所及び

所員の法的地位等を保持することに留意しつつ、関係機関の海外事務所と事務所を共用化し、相
互に連携した業務を実施できるように関係機関との間の連絡会を海外において設置する等の仕
組みを構築の上、海外事務所の機能的統合の在り方等について検討を行い、平成 24 年夏までに
結論を得る。 
海外事務所が存在しない国・地域については、外交上の必要性に応じた事業展開に必要な海外

事務所の設置や基金の役割強化の在り方について検討する。 

４ 契約の適正化の推進 
「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」(平成 21 年 11 月 17 日付閣議決定）に

基づく取組を着実に実施し、一層の競争性と透明性の確保に努め、契約の適正化を推進すること
により、引き続き、随意契約の見直しの徹底と一者応札・応募の改善を通じた業務運営の一層の
効率化を図る。 

５ 関係機関との連携確保等 
事業の重複排除及び協力・連携の確保・強化を図り、効果的かつ効率的に事業を実施するため、

関係する機関それぞれの役割を明確にするとともに、国際的な交流促進の観点から、情報共有や
調整・連携の一層の促進に資するよう、関係省庁・機関の協力のもと、外務省及び基金が中心と
なり、連絡会を設置する等により、関係する機関全体として協力・連携を確保・強化するための
仕組みを構築する。また、環境の変化や、それに応じた政策の動向を踏まえつつ、廃止や他機関
への移管も含め、事業の不断の見直しを行う。特に、国際観光振興機構との統合あるいは連携強
化の在り方について、検討を行い、平成 24年夏までに結論を得る。 

６ 内部統制の充実・強化等 
（１）法令等を遵守するとともに、業務の特性や実施体制に応じた効果的な統制機能の在り方を

検討し、内部統制の充実・強化を図る。また、リスク・マネジメント手法を中心とした内部監
査の実施により、内部統制機能の有効性のモニタリングを行う。 

（２）外部有識者も含めた事業評価の在り方について適宜、検討を行いつつ事業評価を実施し、
その結果を組織、事務、事業等の改善に反映させる。 

（３）管理する情報の安全性向上のため、「国民を守る情報セキュリティ戦略」等の政府の方針
を踏まえた適切な情報セキュリティ対策を推進し、必要な措置をとる。 



Ⅳ 財務内容の改善に関する事項 
自己収入の確保、予算の効率的な執行に努め、適切な財務内容の実現を図る。また、一層の透

明性を確保する観点から、決算情報・セグメント情報の公表の充実等を図る。 

１ 運用資金については、原則、安全性を最優先した上で有利な運用を行うこととし、その収入
の確保に努める。なお、日米センター事業等支払が外国通貨で行われる事業については、安全性
を確保しつつ、外貨建債券による運用も行い、必要な事業収入の確保を図るとともに、資金運用
諮問委員会及び外務省独立行政法人評価委員会における点検や検討の結果を踏まえ、欠損金の発
生を抑制し、法人財政を健全化するために必要な措置を講ずるものとする。 

２ 入場料･受講料・受験料等の受益者負担の適正化や、他団体との共催・協賛・協力等、外部リ
ソースの活用を図ることにより、経費の効率化を図る。 

３ 業務の合理化等により、経費の削減を図る。また、基金の保有する資産については、詳細な
資産情報の公表を引き続き行うとともに、資産の利用度のほか、本来業務に支障のない範囲で
の有効利用可能性の多寡、効果的な処分、経済合理性といった観点に沿って、その保有の必要
性について不断に見直しを行うものとする。その上で、基金の資産の実態把握に基づき、基金
が保有し続ける必要があるかを厳しく検証し、支障のない限り、国への返納等を行うものとす
る。 

４ 毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した上
で、厳格に行うものとする。 

Ｖ その他業務運営に関する重要事項 

１ 人事に関する計画 
上記目標の達成に向けて効率的かつ効果的な業務運営を行うための人材確保を着実に実施す

るとともに、職員の能力の更なる向上を図る。 

２ 施設・設備の整備・運営 
業務の目的・内容に適切に対応するため長期的視野に立った施設・設備の整備を行い、効果的・

効率的な運営に努める。 



(単位：円）
資 産 の 部
Ⅰ 流動資産

現金及び預金 5,191,283,135
有価証券 4,589,933,012
前払費用 62,316,283
未収収益 218,512,850
未収金 471,280,149
その他の流動資産 9,277,565

流動資産合計 10,542,602,994
Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産
建物 13,212,078,866

減価償却累計額 △ 4,522,979,459 8,689,099,407
構築物 318,519,361

減価償却累計額 △ 210,376,162 108,143,199
機械装置 13,222,262

減価償却累計額 △ 8,282,398 4,939,864
車両運搬具 124,677,390

減価償却累計額 △ 94,016,123 30,661,267
工具器具備品 1,213,467,999

減価償却累計額 △ 838,159,598 375,308,401
美術品 471,704,676
土地 186,375,000
建設仮勘定 32,737,237
有形固定資産合計 9,898,969,051

２ 無形固定資産
借地権 3,959,000
ソフトウェア 122,694,090
電話加入権 441,000
ソフトウェア仮勘定 7,953,750
無形固定資産合計 135,047,840

３ 投資その他の資産
投資有価証券 54,038,835,660
長期預金 700,000,000
敷金保証金 813,631,420
投資その他の資産合計 55,552,467,080
    固定資産合計 65,586,483,971

資産合計 76,129,086,965

負 債 の 部
Ⅰ 流動負債

運営費交付金債務 246,355,002
預り寄附金 31,567,076
未払金 945,994,607
未払費用 1,465,810
未払消費税 4,106,700
前受金 503,957,883
預り金 6,997,314
リース債務 11,626,301
為替予約 11,873,306
引当金

賞与引当金 12,320,820 12,320,820
流動負債合計 1,776,264,819

Ⅱ 固定負債
資産見返負債

資産見返運営費交付金 1,277,424,365
資産見返寄附金 2,672,167
建設仮勘定見返運営費交付金 32,737,237
ソフトウェア仮勘定見返運営費交付金 7,953,750 1,320,787,519

長期リース債務 25,156,724
資産除去債務 55,882,601

固定負債合計 1,401,826,844
負債合計 3,178,091,663

純 資 産 の 部
Ⅰ 資本金

政府出資金 77,943,585,177
資本金合計 77,943,585,177

Ⅱ 資本剰余金
資本剰余金 190,926,634
損益外減価償却累計額（△） △ 4,801,656,717
損益外減損損失累計額（△） △ 126,000
損益外利息費用累計額（△） △ 15,823,553
民間出えん金 906,952,787

資本剰余金合計 △ 3,719,726,849
Ⅲ 繰越欠損金

当期未処理損失 △ 1,260,989,720
（うち当期総利益 918,577,992 ）

繰越欠損金合計 △ 1,260,989,720
Ⅳ 評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 △ 11,873,306
評価・換算差額合計 △ 11,873,306

純資産合計 72,950,995,302
負債純資産合計 76,129,086,965

貸 借 対 照 表
 （平成25年3月31日）

【国際交流基金】



（単位：円）

経常費用

文化芸術交流事業費 2,203,187,625

日本語教育事業費 4,885,817,951

日本研究・知的交流事業費 3,284,698,182

調査研究・情報提供等事業費 569,458,877

東日本大震災復旧・復興文化交流事業費 174,756,649

その他事業費

在外事業費 3,555,320,131

文化交流施設等協力事業費 238,045,678 3,793,365,809

一般管理費 1,188,293,729

財務費用 1,075,587

経常費用合計 16,100,654,409

経常収益

運営費交付金収益 12,202,264,161

運用収益 1,159,080,114

受託収入

国又は地方公共団体からの受託収入 4,262,964

その他の受託収入 1,349,421,406 1,353,684,370

寄附金収益

寄附金収益 24,904,439

特定寄附金収益 232,046,444 256,950,883

     資産見返戻入

資産見返運営費交付金戻入 191,686,629

資産見返寄附金戻入 554,559 192,241,188

財務収益

受取利息 424,418 424,418

雑益

日本語能力試験受験料等収益 859,839,872

その他の雑益 1,257,517,075 2,117,356,947

経常収益合計 17,282,002,081

経常利益 1,181,347,672

臨時損失

固定資産売却損 55,056

固定資産除却損 1,541,849

国庫納付金 263,709,370 265,306,275

臨時利益

資産見返運営費交付金戻入 2,238,437

固定資産売却益 298,158 2,536,595

当期純利益 918,577,992

当期総利益 918,577,992

損 益 計 算 書

（平成24年4月1日～平成25年3月31日）




